
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正

する政令（案）」に対する意見募集について（国内希少野生動植物種の追加等）

１ 意見募集方法の概要

（１） 意見募集の周知方法

環境省ホームページへの掲載及び記者発表

（２） 資料の入手方法

窓口配布、インターネットによる上記ホームページの閲覧、郵送

（３） 意見提出期間

平成 23 年 2 月 15 日（火）～平成 23 年 3 月 2 日（水） 16 日間

（４） 意見提出方法

電子メール、FAX、郵送

（５） 意見提出先

環境省自然環境局野生生物課保護増殖係

２ 意見募集の結果

（１） 意見提出者数

意見提出方法 数

FAX 7 通

郵送 5 通

電子メール 33 通

計 45 通

（２） 整理した意見の総数

・今回の改正政令案に係るもの 63 件

・その他の意見 16 件



３ 意見等の概要と意見に対する考え方について

意見概要（※） 件数 理由概要 頂いた意見に対する考え方

【全体に対する意見】

保全の成果を公表すべき。 1 ○多くの方が協力してい

る保全の成果を PR する

ため。

今回指定を予定する種の保全には

多くの方々が係わってきたことは承

知しており、今後とも地方公共団体や

保全活動に関わってきた方々等との

連携や情報共有更には広報活動に努

めて参ります。

達成すべき目標数を明記す

べき。

2 ○目標が達成された場合

に、解除等を検討できる

ようにするため。

国内希少野生動植物種は、種の絶滅

の危険が回避されたと判断される種

については解除が可能です。頂いたご

意見については、今後の種の保全の進

め方の参考とさせていただきます。

国内希少野生動植物種の指

定だけでなく保護区の設定

や保護増殖事業も実施すべ

き。

5 ○積極的な保全施策を実

施する必要があるため。

○減少要因は採集圧だけ

ではないため。

指定を予定する個々の種の状況に

応じ、種の絶滅を回避するため、今後、

保護増殖事業の実施や生息地等保護

区の設定を検討して参ります。

【マルコガタノゲンゴロウ、フチトリゲンゴロウ、シャープゲンゴロウモドキに対する意見】

マルコガタノゲンゴロウ、フ

チトリゲンゴロウ、シャープ

ゲンゴロウモドキを国内希

少野生動植物種に指定すべ

きでない。

2 ○種の保存の担い手を失

うため。

○生息環境の保全や創造

が可能な種であるため。

○開発や環境変化による

影響が大きいため、規制

をかける必要がない。

○新たな生息地が発見さ

れることもあるため。

これまでに指定した国内希少野生

動植物種については、研究者や地元で

保全活動を行う方々とも連携しなが

ら、必要に応じ保護増殖事業の実施や

生息地等保護区の指定を行ってきて

いるところです。

生息地の開発や環境悪化だけでな

く、捕獲圧による個体数の減少の影響

も大きいことから指定することとし

ています。

ゲンゴロウの幼虫について

も捕獲規制すべき

1 ○幼虫の捕獲対策が必要

なため。

国内希少野生動植物種に指定され

ると、幼虫の捕獲等も禁止されます。

マルコガタノゲンゴロウ及

びシャープゲンゴロウモド

キの譲渡しの規制緩和又は

特定国内希少野生動植物種

の指定を検討すべき。

1 ○繁殖技術が確立してい

るため

○近交弱勢により飼育繁

殖個体が断絶するため。

国内希少野生動植物種の保全に資

すると認められる場合の譲渡し等に

ついては、絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法律に基づ

き適切に許可等を行って参ります。



外来種駆除や生息地管理等

の保全活動の妨げとならな

いよう、法令の適用除外等を

検討すべき

3 ○外来種駆除の場合は捕

獲許可申請を不要とすべ

き。

○生息地周辺の管理者向

けに、生息地周囲を現行

通り管理することを進め

るべき。

○新産地の探索や保全に

必要な研究のための学術

捕獲を認めるべき。

種に対する影響が極力少ない駆除

方法や管理方法を検討・選択していた

だくことが重要と考えます。

生息地の管理については、必要に応

じて生息地等保護区の設定を検討し

て参ります。

外来種駆除の場合、種の保存法は、

国内希少野生動植物種の保存を目的

としており、混獲を伴う場合には捕獲

等の申請をしていただくこととなり

ます。

学術研究等にかかる譲渡し等につ

いては、絶滅のおそれのある野生動植

物の種の保存に関する法律に基づき

適切に許可等を行って参ります。

ゲンゴロウの保全のため、ア

メリカザリガニを特定外来

生物に指定すべき。

1 ○アメリカザリガニの捕

食圧が減少要因となって

いるため。

今回指定を予定するゲンゴロウ類

については必要に応じアメリカザリ

ガニの駆除等について検討して参り

ます。

なお、環境省では、アメリカザリガ

ニを要注意外来生物に選定しており、

いない地域に拡げない等の適切な取

扱いについてお願いをしています。ま

た、民間団体等では、生物多様性保全

を目的とした駆除活動が行われてい

ます。

マルコガタノゲンゴロウか

近縁種か同定できない卵を

採取することは違法か。

1 ○どのような同定方法を

用いればマルコガタノゲ

ンゴロウと同定できるの

か。

マルコガタノゲンゴロウは他のゲ

ンゴロウ類と同所的に生息し、産卵時

期も同時期となり、現在の科学的知見

では卵による種の判別がつかないた

め、規制の対象から除外することとし

ております。

シャープゲンゴロウ保全の

ため必要な財政支援を検討

すべき。

1 ○事業を継続的に実施す

るため

生物多様性保全推進支援事業等に

より地域の生物多様性保全・再生に資

する活動等を支援しているところで

す。 今回指定を予定する種について



も、このような仕組みの活用をご検討

下さい。

【ヨナグニマルバネクワガタに対する意見】

ヨナグニマルバネクワガタ

を国内希少野生動植物種に

指定すべきではない。

4 ○保護区の設定や飼育増

殖などの保護増殖事業が

有効な保護策である。

○生息が危機的に逼迫し

ているという状況になく

再調査すべき。

○飼育技術が確立してい

るため、譲渡しを禁止す

べきでない。

○種の指定が最適かどう

か再考すべき。（生息地域

の保全する対応もある。）

本種の個体数の減少には捕獲圧に

よる個体数の減少や捕獲に伴う腐植

物の持ち出しが大きく影響している

と考えられます。なお、今後、必要に

応じ生息地等保護区の指定や保護増

殖事業の実施を検討して参ります。

ヨナグニマルバネクワガタ

の譲渡しの規制緩和又は特

定国内希少野生動植物種に

指定を検討すべき。

2 ○繁殖が可能なため。

○飼育個体の幼虫は１頭

あたり数百円程度と安価

なため。

国内希少野生動植物種の保全に資

すると認められる場合の譲渡し等に

ついては、絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法律に基づ

き適切に許可等を行って参ります。

【ヒョウモンモドキに対する意見】

ヒョウモンモドキは捕獲規

制でなく生息地域の環境保

全をすべき。

11 ○生息地域外では新生息

地発見の妨げになる

○生息地域を指定すれ

ば、環境の保全が図れる。

現在のヒョウモンモドキの生息域

は非常に限定され、その生育地では環

境保全活動が行われているものの、依

然として採集圧が認められることか

ら、今回の種指定を予定するもので

す。

また、新たな生息地に関する情報が

あればお寄せいただけましたら幸い

です。

ヒョウモンモドキの累代飼

育個体譲渡し禁止をやめる

べき。

11 ○累代飼育による同系交

配の遺伝的障害を防ぐた

めに必要があるため。

国内希少野生動植物種の保全に資

すると認められる場合の譲渡し等に

ついては、絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法律に基づ

き適切に許可等を行って参ります。

また、野外で絶滅した個体群につい



て、累代飼育されているものがあれば

情報を提供いただけましたら幸いで

す。

ヒョウモンモドキの現在保

有の標本の譲渡しの禁止を

やめるべき。

13 ○標本は自由に譲渡し、

学術資料として活用すべ

き。

○標本が大量にあり、商

品価値も低いため、商業

的な動機で違法な採集が

行われることはない。

学術研究等にかかる譲渡し等につ

いては、絶滅のおそれのある野生動植

物の種の保存に関する法律に基づき

適切に許可等を行って参ります。

国民や行政の関係部署に規

制や指定について周知を徹

底すべき。

1 ○種の保存法の指定によ

るヒョウモンモドキ保全

の効果をより確実にする

ため。

広く国民の皆様や行政機関への周

知を図るとともに、地元の地方公共団

体や保全活動に関わっている方々等

への周知やご理解に努めて参ります。

ヒョウモンモドキの減少要

因として「生産活動を行わな

くなったことにより、植生の

自然遷移が結果として進行

し、生息環境の不適化」を明

記すべき

1 ○圃場整備に伴う生息環

境の減少より、管理を行

わなくなったことによる

自然遷移が大きな減少要

因であるため。

ご指摘の点につきましては、本種の

重要な減少要因の一つと捉えており

ますので、今後の記載の参考とさせて

いただきます。

【その他の意見】

昆虫業者の動物取扱業とし

ての規制を検討すべき

1 ○今後の昆虫類の国内希

少野生動植物種の指定の

ための昆虫売買の実態を

把握するため。

今回の意見募集はマルコガタノゲ

ンゴロウ等５種の国内希少野生動植

物種の指定等について意見を募集す

るものですが、今後の参考とさせてい

ただきます。

ジュゴンを国内希少野生動

植物種に追加指定すべき。

9 ○絶滅危惧種で天然記念

物に指定されているジュ

ゴンを国内種希少野生動

植物種に指定すべき。

今回の意見募集はマルコガタノゲ

ンゴロウ等５種の国内希少野生動植

物種の指定等について意見を募集す

るものですが、今後の参考とさせてい

ただきます。

オオサンショウウオを国内

希少野生動植物種に指定す

べき。

1 ○絶滅危惧種で天然記念

物に指定されているオオ

サンショウウオを国内種

希少野生動植物種に指定

すべき。

今回の意見募集はマルコガタノゲ

ンゴロウ等５種の国内希少野生動植

物種の指定等について意見を募集す

るものですが、今後の参考とさせてい

ただきます。



カンムリウミスズミを国内

希少野生動植物種に指定す

べき。

1 ○絶滅危惧種で天然記念

物に指定されているカン

ムリウミスズメを国内種

希少野生動植物種に指定

すべき。

今回の意見募集はマルコガタノゲ

ンゴロウ等５種の国内希少野生動植

物種の指定等について意見を募集す

るものですが、今後の参考とさせてい

ただきます。

天然記念物やレッドリスト

掲載種を国内希少野生動植

物種に指定すべき。

1 ○天然記念物やレッドリ

スト掲載種を国内希少野

生動植物種に指定すべ

き。

今回の意見募集はマルコガタノゲ

ンゴロウ等５種の国内希少野生動植

物種の指定等について意見を募集す

るものですが、今後の参考とさせてい

ただきます。

イヌワシ、クマタカの保全が

不足している。

1 ○イヌワシ、クマタカの

保全が不足しているた

め。

今回の意見募集はマルコガタノゲ

ンゴロウ等５種の国内希少野生動植

物種の指定等について意見を募集す

るものですが、今後の参考とさせてい

ただきます。

生息地の開発について、十分

な保全対策が講じられるま

では、開発が許可されないと

すべき。

1 ○現行法はあまり作用し

ていないため。

今回の意見募集はマルコガタノゲ

ンゴロウ等５種の国内希少野生動植

物種の指定等について意見を募集す

るものですが、今後の参考とさせてい

ただきます。

天然記念物の指定を環境大

臣から文部科学大臣に提言

すべき

1 ○文化財保護法と連携す

る必要があるため。

今回の意見募集はマルコガタノゲ

ンゴロウ等５種の国内希少野生動植

物種の指定等について意見を募集す

るものですが、今後の参考とさせてい

ただきます。

（※）意見概要は頂いた複数の意見を集約して整理しています。


